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消費税の仕入税額控除の方式は

適格請求書等保存方式に

適格請求書等保存方式

の概要



消費税の負担と納付の流れ

課税事業者と免税事業者

○ その課税期間※１の基準期間※２の課税売上高が1,000万円を超える

事業者は消費税の納税義務者となり、消費税の申告及び納付を行う必

要があります（「課税事業者」といいます。）。

※１ 原則として、個人事業者は暦年、法人は事業年度 ※２ 原則として、個人事業者は前々 年、法人は前々 事業年度

○ 基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として

消費税の納税義務が免除され、消費税の申告及び納付を行う必要はあ

りません（「免税事業者」といいます。）。

○ 免税事業者でも、課税事業者となることを選択することができます。

○ 適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、基準期間の課税売上

高にかかわらず課税事業者になります。

用語

標準税率 軽減税率

消費税率 7.8％ 6.24％

地方消費税率
2.2％

（消費税額の22/78）
1.76％

（消費税額の22/78）

合計 10％ 8％

消費税の基本的な仕組み

＞ 商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に

課される税です。

＞ 最終的に商品等を消費し又はサービスの提供を受ける消費者が負担し、

事業者が納付します。

消費税とは

１

詳しくは…

消費税の一般的な事柄及び手続

については、

「消費税のあらまし」

（国税庁ホームページ）等

をご覧ください。

＞ 税率は、

標準税率１０％
軽減税率 ８％
の複数税率です。

▼

申告・納付

生産・製造業者

売上げ  50,000

消費税① 5,000

納付税額・A

①＝5,000

支払総額  110,000

消費者が負担した消費税

10,000

各事業者が個別に

納付した消費税

A+B+Cの合計

消費者卸売業者

売上げ  70,000

消費税② 7,000

仕入れ  50,000

消費税① 5,000

納付税額・B

②－①＝2,000

申告・納付

小売業者

売上げ  100,000

消費税③ 10,000

仕入れ  70,000

消費税② 7,000

納付税額・C

③－②＝3,000

▼

申告・納付

取

引

消
費
税

消費税と地方消費税を合わ

せた税率（10％）で計算し

ています。（単位：円）

▼



○ 仕入税額控除の適用を受けるためには、一定

の要件を満たすことが必要です。

＞ 課税売上げに係る消費税額から、

課税仕入れ等に係る消費税額を

差し引いて（「仕入税額控除」

といいます。）計算します※。

※ 消費税額は、税率ごと
に区分して計算する必要
があります。

国税庁では、適格請求書等保存方式に関するQ＆A（インボイスQ&A）を

公表しています。

詳しくは、インボイス制度特設サイト（Ｐ25）をご覧ください。

さらに
詳しく

＝
課税売上げに
係る消費税額
（売上税額）

課税仕入れ等に
係 る 消 費 税 額
（仕入税額）

－

仕入税額控除

納付すべき消費税額の計算方法等

計算方法

仕入税額控除の要件

適格請求書等保存方式においては…

○ 適格請求書は、登録を受けた事業者のみが交付できます・・・・・・・・・ ・・P ３

○ 適格請求書には、一定の事項を記載する必要があります・・・・・・・・・・・Ｐ ４

○ 登録を受けた事業者には、適格請求書を交付する義務が生じます・・・・・・・Ｐ ８

○   仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書等の保存が必要となります・Ｐ12

○ 税額計算の方法が選択できます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ16

○ 登録を受けるためには、登録申請手続が必要です・・・・・・・・・・・・・・Ｐ20

○   国税庁適格請求書発行事業者公表サイトで、公表事項を確認できます・・・・・Ｐ24

詳しくは

２

※※

納付すべき
消 費 税 額

帳簿 一定の事項が記載された帳簿の保存

請求書等 適格請求書（インボイス）等の保存

※ 基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、課税
売上高から納付する消費税額を計算する「簡易課税制度」
を選択できます（事前に届出書の提出が必要です。）。

[参考] 納付税額は、国税の消費税額と、その消費税額から計
算した地方消費税額を合計した金額です。



※ 適格請求書発行事業者の登録を受けていない事業者であって

も、適格請求書に該当しない請求書等は発行することができま

す。

※ 登録を受けていない事業者が、適格請求書と誤認されるおそ

れのある書類を交付することは、法律によって禁止されており、

違反した場合の罰則も設けられています。

○ 課税事業者が、登録を受けることができます。

⇒ 登録申請手続についてはＰ20

「適格請求書発行事業者」
に限られます。

＞ 適格請求書を交付することができ

るのは、税務署長の登録を受けた

○ 買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、

帳簿のほか、売手から交付を受けた「適格請求書」

等の保存が必要となります。

○ 買手が作成した仕入明細書等による対応も可能

です。

⇒ 仕入明細書等による対応についてはＰ５

○ 請求書や納品書、領収書、レシート等、その名

称は問いません。

⇒ 記載事項についてはP４

○ 適格請求書の交付に代えて、電磁的記録（適格

請求書の記載事項を記録した電子データ）を提供

することも可能です。

⇒ 電磁的記録の提供についてはP５

適格請求書等保存方式の概要

適格請求書（インボイス）とは

＞ 「売手が、買手に対し正確な適

用税率や消費税額等を伝えるた

めの手段」であり、適用税率や

消費税額のほか、登録番号など

の一定の事項が記載された請求

書や納品書その他これらに類す

るものをいいます。

適格請求書等保存方式とは

＞ 複数税率に対応した仕入税額控

除の方式です。

開始時期

令和５年10月１日

適格請求書等保存方式（インボイス制度）

1

＞

３



○ 様式は、法令又は通達等で定められておらず、

必要な事項が記載されたものであれば、名称を

問わず、また、手書きであっても、適格請求書

に該当します。

＞ 適格請求書に必要な記載事項は、

以下のとおりです。

適格請求書の記載事項・記載の留意点

適格請求書の記載事項

適格請求書

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び

登録番号

② 取引年月日

③ 取引内容（軽減税率の対象品目である旨）

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額

（税抜き又は税込み）及び適用税率

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等※

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び

登録番号

② 取引年月日

③ 取引内容（軽減税率の対象品目である旨）

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額

（税抜き又は税込み）

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等※又は適用税率

【記載事項】

適格簡易請求書

○ 下線の項目は、特に留意すべき事項です。

○ 不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引

については、適格請求書に代えて、適格簡易請求書（簡易インボイス）を交付するこ

とができます。

日付 品名 金額

11/1 魚　　＊ 5,000円

11/1 豚肉　＊ 10,000円

11/2 タオルセット 2,000円

…

合計

８％対象

１０％対象

120,000円　　消費税　11,200円

  40,000円　　消費税　  3,200円

  80,000円　　消費税　  8,000円

請求書 △△商事㈱

登録番号 Ｔ012345…㈱○○御中

11月分 131,200円 ××年11月30日

＊ 軽減税率対象

①

② ③

④

⑤

⑥

③

ヨーグルト＊ 1 ¥108

カップラーメン＊ 1 ¥216

ビール 1 ¥550

合　計 ¥874

８％対象 ¥324

¥24）

10％対象 ¥550

¥50）

お預り ¥1,000

* 軽減税率対象 お釣 ¥126

（内　消費税額

（内　消費税額

スーパー○○
東京都…
登録番号 Ｔ123456…

領収書

XX年11月30日
①

③

③

④

②

⑤ 適用税率又は消費税額等の
どちらかを記載
※両方記載することも可能

※ ⑤の「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理は、一の適格請求書につき、税率ごとに１回

ずつとなります。⇒ 「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理についてはP７

２

４



○ 買手が作成する一定の事項が記載された仕入明細書等を保存することにより仕入税額控除の適用を受

けることができます（課税仕入れの相手方（売手）において課税資産の譲渡等に該当するものに限りま

す。）。

○ その場合、記載する登録番号は課税仕入れの相手方（売手）のものとなる点や、課税仕入れの相手方

（売手）の確認を受けたものに限られる点に留意が必要です。

仕入明細書等による対応Point 

① 仕入明細書等の作成者の氏名又は名称

② 課税仕入れの相手方の氏名又は名称

及び登録番号

③ 課税仕入れを行った年月日

④ 課税仕入れの内容（軽減税率の対象品目である旨）

⑤ 税率ごとに区分して合計した課税仕入れに係る

支払対価の額及び適用税率

⑥ 税率ごとに区分した消費税額等

仕入明細書等の記載事項

② 課税仕入れの

相手方の登録番号

【例】

【その他の確認を受ける方法の例】

・書類上に確認済みの署名等をもらう

・受発注に係るオンラインシステムで確認

を受ける機能を設ける

・電子メールで確認した旨の返信を受ける

課税仕入れの相手方の確認を受ける方法と

して、この例のような文言を記載し、相手

方の了承を得ることも可能です。

○ 適格請求書は、書面での交付に代えて、電磁的記録（電子データ）で提供することができます（電

子インボイス）。

○ 適格請求書に係る電磁的記録の記録事項は、書面で適格請求書を交付する場合と同じです。

○ 適格請求書に係る電磁的記録の提供方法として、例えば、受発注に係るオンラインシステムを介し

た連絡（いわゆるEDI取引）、電子メール送信、インターネット上のサイトを通じた提供、記録用媒

体での提供などがあります。

適格請求書に係る電磁的記録（電子インボイス）Point 

記載に当たっての留意点

５



○ 適格請求書とは、一定の事項が記載された請求書、納品書等これらに類するものをいいますが、一

の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はありません。

○ 例えば、請求書と納品書など、相互の関連が明確な複数の書類全体で記載事項を満たしていれば、

これら複数の書類を合わせて一の適格請求書とすることが可能です。

複数の書類による対応Point 

【例：請求書と納品書で記載事項を満たす場合】

①

④

⑤

⑥
②

③

納品書番号
（関連の明確化）

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び

登録番号

② 取引年月日

③ 取引内容（軽減税率の対象品目である旨）

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額

（税抜き又は税込み）及び適用税率

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

記載事項

※ 例えば、事務所の賃貸借のように、通常、契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書の

交付がされない取引の場合、適格請求書の記載事項の一部（課税資産の譲渡等の年月日以外の事項）が記載され

た契約書及び通帳又は銀行が発行した振込金受取書（課税資産の譲渡等の年月日を示すもの）を合わせて記載事

項を満たしていれば、これらの書類を合わせて一の適格請求書とすることが可能です。

取引先コードによる記載

○ 適格請求書には、「適格請求書発行事業者の氏名又は名称」及び「登録番号」の記載が必要ですが、

① 登録番号と紐付けて管理されている取引先コード表などを相手方と共有しており

② 買手においても取引先コード表などから登録番号が確認できる場合

には、請求書等に取引先コードなどを記載することで「適格請求書発行事業者の氏名又は名称」及び

「登録番号」の記載があるものとして取り扱われます。

Point 

請求書

△△商事㈱㈱○○御中

取引先コード C01611月分 131,200円

××年11月30日

日付 品名 金額

11/1 魚　　＊ 5,000円

11/1 豚肉　＊ 10,000円

11/2 タオルセット 2,000円

⋮ ⋮ ⋮

合計

８％対象

１０％対象

120,000円　　消費税　11,200円

  40,000円　　消費税　  3,200円

  80,000円　　消費税　  8,000円

＊ 軽減税率対象

登録番号を取引先コード表などで別途共有している
場合、登録番号の記載があるものとして取り扱われ
ます。

※ 売手が適格請求書発行事業者でなくなった場合
は、速やかに取引先コード表を修正する必要があ
るほか、事後的な確認を行うために、売手が適格
請求書発行事業者である期間が確認できる措置を
講じておく必要があります。

６



取引年月日 品名 数量 単価 税抜金額 消費税額

11/2 トマト  ※ 83 167 13,861 1,108

11/2 ピーマン ※ 197 67 13,199 1,055

11/15 花 57 77 4,389 438

11/15 肥料 57 417 23,769 2,376

８％対象計 27,060 2,163

10％対象計 28,158 2,814

○ 適格請求書等保存方式においては、適格請求書に記載すべき「消費税額等」の計算方法が定められて

おり、取引に係る税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額に対して、10％又は８％

（税込みの場合は10/110又は８/108）を乗じて得た金額に対して端数処理を行い「消費税額等」を算

出します。

○ したがって、適格請求書の記載事項である「税率ごとに区分した消費税額等」に１円未満の端数が生

じる場合には、一の適格請求書につき、税率ごとに１回の端数処理を行います【例①③】 。

※ 端数処理は、「切上げ」、「切捨て」、「四捨五入」など任意の方法で行うこととなります。

※ 例えば、一の適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、端数処理を行い、

その合計額を「税率ごとに区分した消費税額等」として記載することは認められません【例②】。

「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理Point

【例①：認められる例】 【例②：認められない例】

請求書
○○㈱ 御中 ○年11月30日

 ㈱△△

請求金額（税込）60,197円 （T123…）

※は軽減税率対象   

取引年月日 品名 数量 単価 税抜金額 消費税額

11/2 トマト  ※ 83 167 13,861 ー

11/2 ピーマン ※ 197 67 13,199 ー

11/15 花 57 77 4,389 ー

11/15 肥料 57 417 23,769 ー

８％対象計 27,060 2,164

10％対象計 28,158 2,815

端
数
処
理

【例③：認められる例】

請求書
○○㈱ 御中 ○年11月30日

 ㈱△△

請求金額（税込）60,195円 （T123…）

※は軽減税率対象   

取引年月日 品名 数量 単価 税抜金額 消費税額 税込金額

11/2 トマト  ※ 83 167 13,861 1,108 14,969

11/2 ピーマン ※ 197 67 13,199 1,055 14,254

11/15 花 57 77 4,389 438 4,827

11/15 肥料 57 417 23,769 2,376 26,145

８％対象税込計（内税） 29,223 2,164

10％対象税込計（内税） 30,972 2,815

行
ご
と
に
端
数
処
理

（注）個々の商品ごとの消費税額を参考として記載することは、

差し支えありません。

左記のように税抜価額を税率ごとに区分して合計した

金額に対して10％又は８％を乗じて得た金額に端数処理

を行います。以下のように、個々の商品ごとに消費税額

を計算し、その計算した消費税額を税率ごとに合計し、

適格請求書の記載事項とすることはできません。

【記載例：税抜金額を基に消費税額を計算する場合】

【記載例：税込金額を基に消費税額を計算する場合】

左記のように税込価額を税率ごとに区分して合

計した金額に対して10/110又は８/108を乗じ

て得た金額に端数処理を行います。

なお、税込金額を算出するために、個々の商品

ごとの消費税額を計算し、その消費税額に係る端

数処理を行うことは、値決めのための参考であり、

この端数処理に関しては事業者の任意です（適格

請求書の記載事項としての消費税額の端数処理で

はありません。）。

また、上記【例②：認められない例】（税抜金

額を基に消費税額を計算する場合）と同様に、個々

の商品ごとに消費税額を計算し、その計算した消

費税額を税率ごとに合計し、適格請求書の記載事

項とすることはできません。

合

算

端
数
処
理

７

行
ご
と
に
端
数
処
理

（注）



＞ 適格請求書発行事業者には、原則、以下の義務が課されます。

売手の留意点
（適格請求書発行事業者の義務等）

適格請求書発行事業者の義務

売手
（適格請求書発行事業者）

書面での交付に代えて、電磁的記録

により提供することもできます。

売手は軽減税率対象品目の販売の有無にかかわらず、

取引先（課税事業者）から求められた場合には、適格

請求書を交付しなければなりません。

交付した適格請求書の写し

の保存が必要となります。

事業者 取引先

買手

※ 適格請求書発行事業者が、偽りの記載をした適格請求書又は適格簡易請求書を交付することは、法律によって禁止さ

れており、違反した場合の罰則も設けられています。

○ 適格請求書の交付

取引の相手方（課税事業者）の求めに応じて、適格請求書（又は適格簡易請求書）を交付する

○ 適格返還請求書の交付

返品や値引きなど、売上げに係る対価の返還等を行う場合に、適格返還請求書を交付する

※ 売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が１万円未満である場合、交付義務は免除

○ 修正した適格請求書の交付

交付した適格請求書（又は適格簡易請求書、適格返還請求書）に誤りがあった場合に、修正した適格請求書

（又は適格簡易請求書、適格返還請求書）を交付する

○ 写しの保存

交付した適格請求書（又は適格簡易請求書、適格返還請求書）の写しを保存する

３

８

※ ③については、対価の返還等の処理を合理的な方法により継続して行っているのであれば、「前月末日」や「最終販売年月

日」をその取引を行った年月日として記載することも可能です。また、「〇月分」などの課税期間の範囲内で一定の期間の記

載も可能です。

適格返還請求書の記載事項

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 対価の返還等を行う年月日

③ 対価の返還等の基となった取引を行った年月日※

④ 対価の返還等の取引内容

（軽減税率の対象品目である旨）

⑤ 税率ごとに区分して合計した対価の返還等の金額

（税抜き又は税込み）

⑥ 対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率
適用税率又は消費税額等のどちらかを記載
※ 両方記載することも可能です。

XX年12月5日
②

販売奨励金支払明細書

㈱○○御中
△△商事㈱

登録番号 Ｔ012345…

①

販売奨励金支払額 13,160円

日付 品名 奨励金金額

11/1 野菜　　＊ 2,160円

11/1 日本酒　 11,000円

合計

８％対象

10％対象

13,160円　　内消費税　  1,160円

  2,160円　　内消費税　    160円

11,000円　　内消費税　  1,000円

③

④ ＊軽減税率対象

⑤

⑥

適格返還請求書の記載事項等Point 

○ 売上げに係る対価の返還等を行う場合に交付する適格返還請求書の記載事項等は、以下のとおりです。



○ 例えば、前月の売上げに係る値引きについて、当月の売上げから差し引いて相手方に請求する場合、前月

の売上げに係る適格返還請求書と当月の売上げに係る適格請求書を交付する必要があります。

○ この場合、適格請求書と適格返還請求書それぞれに必要な記載事項を記載して１枚の請求書で交付するこ

とも可能です。

【例：１枚の請求書で交付する場合】

前月の売上値引きを差し引いて請求する場合Point 

「当月の売上代金から前月の売上値引き代金を控除

した金額」及び「その控除した金額に基づき計算し

た消費税額等」を税率ごとに請求書に記載すること

も可能です（取引先ごとの継続適用が必要となりま

す。）。

９

○ 適格返還請求書の交付義務が免除される例として、次の場合があります。

売手

適格返還請求書の

交付不要

振込手数料相当額を

差し引いて支払

事
業
者

取
引
先

買手

（例） 500,000円の請求に対し、買手は振込手数料相当額440円を減額した499,560円を支払い、

売手は440円を対価の返還等として処理する場合

→ 値引き額（振込手数料相当額）が１万円未満であるため、適格返還請求書の交付は不要



【例】

（誤りのある適格請求書） 修正事項のみを明示

請求書≪４月分≫

○年○月○日

●● （株）御中

（株）△△
登録番号：T123456･･･

≪修正事項の通知≫

○年○月×日

●● （株）御中

（株）△△

○年○月○日付４月分請求書に
ついて、下記のとおり誤りがありま

したので、修正いたします。
月 日 商品

4 ３ 菓子 ※ 5,900

４ 酒 30,000

7 菓子 ※ 30,000

⋮ ⋮ ⋮

売上金額

100,000円

100,000円

※は軽減税率対象

10％対象

合計

売上金額
（税抜き）

８％対象

消費税額等

8,000円

10,000円

正しくは、売上金額 110,000円
消費税額等 11,000円

正

売上金額

110,000円

売上金額

100,000円

（注）当初の適格請求書と合わせて保存願います。

合計 消費税額等

10％対象

誤

10％対象 10,000円

11,000円

合計 消費税額等

関連性を明記

修正箇所

修正した適格請求書の記載例Point 

○ 適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書（適格簡易請求書、適格返還請求書を含みます。）

に誤りがあった場合には、修正した適格請求書を交付する必要があります。

修正した適格請求書の交付方法は、

① 修正点を含め全ての事項を記載した書類を改めて交付する。

② （当初に交付した適格請求書との関連性を明らかにした上で）修正した箇所のみを明示した書類

を交付する。

といった方法などが考えられます。

○ 交付した適格請求書の写しについては、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から２月を経過

した日から７年間保存する必要があります。

○ 交付した適格請求書の写しとは、交付した書類そのもののコピーに限らず、その記載事項が確認で

きる程度の記載がされているもの（レジのジャーナル、一覧表、明細表など）であっても差し支えあ

りません。

○ 自己の業務システム等で作成した適格請求書に係る電磁的記録（電子インボイス）を出力し、書面

で交付した場合に、当該電磁的記録を適格請求書の写しとして保存することも可能です。

○ 適格請求書に係る電磁的記録（電子インボイス）を提供した場合に

提供した電磁的記録のまま保存することも可能です。

※ 適格簡易請求書、適格返還請求書についても同様です。

交付した適格請求書の写し等の保存Point 

電磁的記録の保存については、

「インボイスＱ＆Ａ」

（国税庁ホームページ）をご覧ください。

詳しくは…

10



業務を委託する事業者（委託者）が媒介又は取次ぎに係る業務を行う者（媒介者等）を介して行う

課税資産の譲渡等について、委託者及び媒介者等の双方が適格請求書発行事業者である場合には、

一定の要件の下、媒介者等が、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書を委託者に代

わって交付することができます。

交付方法の特例：媒介者交付特例（委託販売等における特例）

事
業
者

事
業
者

取
引
先

受託者に対し、適格請求書発行事業者で

ある旨の通知をする必要があります。

 委託者
（適格請求書発行事業者）

適格請求書の「写し」を委託者

に交付する必要があります。

受託者の氏名又は名称及び登録番号を

記載した適格請求書を交付できます。

買手

販売委託 商品の販売

※ 委託者及び受託者の双方において適格請求書の写しを保存する必要が

あります（委託者に対して交付する適格請求書の写しについては、一定

の場合、受託者の作成した精算書でも差し支えありません。）。

受託者（媒介者等）
（適格請求書発行事業者）

通知

詳しくは…
具体的な対応方法等については、

「インボイスQ&A」
（国税庁ホームページ）

をご覧ください。

【例：委託販売】

【参考】 売手とは異なる別の者（適格請求書発行事業者に限りません。）が、売手に代理して売手の氏名又は

名称及び登録番号を記載した適格請求書を買手に対し交付する方法（代理交付）も認められます。

交付義務の免除

＞ 適格請求書を交付することが困難な以下の取引は、交付義務が免除されます。

① 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送

（３万円未満のものに限ります。）

② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡

（出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。）

③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡

（無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。）

④ 自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等

（３万円未満のものに限ります。）

⑤ 郵便切手を対価とする郵便サービス

（郵便ポストに差し出されたものに限ります。）
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○ ただし、一定の期間は、一定の要件の下、仕

入税額相当額の一定割合を、仕入税額として控

除できる経過措置が設けられています。

⇒ 課税仕入れに係る経過措置についてはＰ14

○ 課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日

から７年間保存する必要があります。

＞ 一定の事項を記載した帳簿及び

適格請求書などの請求書等の保

存が仕入税額控除の要件となり

ます。

仕入税額控除の要件

＞ 免税事業者や消費者など、適格

請求書発行事業者以外の者から

行った課税仕入れは、原則とし

て仕入税額控除の適用を受ける

ことはできません。

買手の留意点
（仕入税額控除の要件）

保存が必要となる請求書等の範囲

＞ 仕入税額控除の要件として保存が必要となる請求書等には、以下のものが

含まれます。

① 売手が交付する適格請求書又は適格簡易請求書

② 買手が作成する仕入明細書等

（課税仕入れの相手方（売手）において課税資産の譲渡等に該当するもので、適格請求書の記

載事項が記載されており、課税仕入れの相手方（売手）の確認を受けたものに限ります。）

③ 卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の譲渡及び農業協同

組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を受ける一定の書類

（Ｐ11「交付義務の免除」②③の取引）

④ ①から③の書類に係る電磁的記録

詳しくは…

電磁的記録の保存については、

「インボイスＱ＆Ａ」

（国税庁ホームページ）をご覧ください。

４
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帳簿 一定の事項が記載された帳簿の保存

請求書等 適格請求書（インボイス）等の保存



＞ 適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な以下の取引は、帳簿の

みの保存で仕入税額控除が認められます。この場合、原則として、帳簿に通常

の記載事項のほか、「課税仕入れの相手方の住所又は所在地※」、「特例の対

象となる旨」の記載が必要です。

① 適格請求書の交付義務が免除されるＰ11「交付義務の免除」 ①④⑤に掲げる取引

② 適格簡易請求書の記載事項（取引年月日を除きます。）を満たす入場券等が、使用の際に回

収される取引

③ 古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む事業者が適格請求書発行事業者でない者から、古

物、質物又は建物を当該事業者の棚卸資産として取得する取引

④ 特定金属くず買受業の届出を行っている事業者が、適格請求書発行事業者でない者から、特

定金属くずを当該事業者の棚卸資産として購入する取引（金属盗対策法の施行の日から起算し

て３月を経過する日の翌日以後に行われるものに限ります。 ）

⑤ 適格請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品（特定金属くずを除きます。）を

棚卸資産として購入する取引

⑥ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課

税仕入れ

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

＞ 一定規模以下の事業者が行う課税仕入れに係る支払対価の額が１万円未満の取

引も帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる経過措置が設けられています

（少額特例） ※ 。

※ ①、⑥及び３万円未満の②の取引については、「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」の記載は

不要です。また、③のうち各業法で、業法上の帳簿に氏名及び住所を記載することとされているも

の以外のものや、④のうち、金属盗対策法の本人特定事項として住所等の確認を行うこととされて

いるもの以外のもの、⑤のうち事業者以外の者から購入するものも「課税仕入れの相手方の住所又

は所在地」の記載は不要です。

【参考】 適格請求書の交付義務が免除されるＰ11「交付義務の免除」②③に掲げる取引についても、

卸売業者や協同組合等から交付を受けるこれらの者の登録番号等が記載された請求書等

（P12「保存が必要となる請求書等の範囲」③）の保存が必要です。
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少額特例の適用要件等について

○ 基準期間の課税売上高が１億円以下又は特定期間※の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、令

和５年10月１日から令和11年９月30日までの間に行う課税仕入れについて、その金額が税込み１万

円未満であるものについて適用されます。

※ 原則として、個人事業者は前年の１月１日から６月30日までの期間、法人は前事業年度開始の日以後６月の期間

○ 令和11年10月１日以後に行う課税仕入れについては、課税期間の途中であっても、この特例の適

用はありません。

○ １万円未満の判定単位は、課税仕入れに係る１商品ごとの金額により判定するのではなく、一回

の取引の課税仕入れに係る金額（税込み）が１万円未満かどうかにより判定します。

Point 

※ 少額特例は、帳簿に「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」や「特例の対象となる旨」を記載

する必要はありません。



免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

簡易課税制度を選択している又は２割特例・３割特例を選択する場合

○ 簡易課税制度（P18,19）を選択している又は２割特例・３割特例（P16,17）を選択する場合、課

税売上高から課税仕入れ等に係る消費税額や納付する消費税額を計算することから、仕入税額控除の

要件としては、適格請求書などの請求書等（P12）の保存は求められません。

Point 
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＞ 適格請求書等保存方式においては、免税事業者や消費者など、適格請求書発

行事業者以外の者（以下「免税事業者等」といいます。）から行った課税仕

入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。

＞ ただし、制度開始後８年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、

仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられ

ています。

＞ なお、一の免税事業者等から行うこの経過措置の対象となる課税仕入れの合

計額（税込金額）がその年又はその事業年度で以下の金額を超える場合には、

その超えた部分の課税仕入れについて、この経過措置の適用を受けることは

できません。

（注） 免税事業者等から受領した請求書等に、「軽減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに区分して合計した税込

対価の額」の記載がない場合、これらの項目に限り、受領者が自ら請求書等に追記して保存することが認められます。

課 税 期 間 金 額

令和６年10月１日から令和８年９月30日
までの間に開始する課税期間

10億円

令和８年10月１日以後に開始する課税期間 １億円

※ この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の

事項が記載された請求書等（注）の保存とこの経過措置の適用を受ける旨（「80％控除」・「７・５・３割控除」

の適用を受ける課税仕入れである旨）を記載した帳簿の保存が必要です。



  区分記載請求書等保存方式令和元年10月１日
～令和５年９月30日

軽減税率の対象品目の売上げや仕入れ（経費）がある事業者の方は、取引等を税率ごとに区

分して記帳するなどの経理（区分経理）を行う必要があります。

令和５年９月30日までは、仕入税額控除の適用を受けるために、区分経理に対応した帳簿及

び区分記載請求書等の保存が必要とされていました（区分記載請求書等保存方式）。

帳簿の記載事項 区分記載請求書の記載事項

① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称

② 取引年月日

③ 取引内容

（軽減税率の対象品目である旨）

④ 対価の額

① 請求書発行者の氏名又は名称

② 取引年月日

③ 取引内容

（軽減税率の対象品目である旨）

④ 税率ごとに区分して合計した税込対価の額

⑤ 請求書受領者の氏名又は名称※

※ 不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食

店業、タクシー業等に係る取引については、記載を省

略できます。

（注１） 区分記載請求書等保存方式の下では、３万円未満の少額な取引や請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得

ない理由があるときは、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で、仕入税額控除の要件を満たすこととされていました。

（注２） 仕入先から交付された請求書等に、「③」の「軽減税率の対象品目である旨」や「④税率ごとに区分して合計した税

込対価の額」の記載がないときは、これらの項目に限って、交付を受けた事業者自らが、その取引の事実に基づき追記

することができました。

帳簿と区分記載請求書の記載例

帳簿と区分記載請求書の記載事項
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税額計算の方法等

＞ 令和５年１０月１日以降の売上

税額及び仕入税額の計算は、

「積上げ計算」又は「割戻し計

算」を選択できます。

税額計算の方法

【積上げ計算】

適格請求書に記載した消費税額等の合計額

に78/100を掛けて消費税額を算出する方法

です（適格請求書発行事業者のみ可）。

《 売上税額 》 《 仕入税額 》

【積上げ計算】※

適格請求書に記載された消費税額等の合計

額に78/100を掛けて消費税額を算出する方

法です。

【割戻し計算】

税率ごとに区分した課税資産の譲渡等の税

込価額の合計額から算出したそれぞれの課

税標準額に、7.8/100（軽減税率対象の場

合は6.24/100）を掛けて計算する方法です。

【割戻し計算】

税率ごとに区分した課税仕入れに係る支払

対価の額の合計額に、7.8/110（軽減税率

対象の場合は6.24/108）を掛けて計算する

方法です。

仕入税額は

「積上げ計算」

のみ適用可

仕入税額は

いずれか選択可

① 適格請求書に記載のある消費税額等を積み上

げて計算する「積上げ計算」※

② 適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算

する「割戻し計算」

※ 仕入税額の積上げ計算の方法として、課税仕入れの都度、課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10（軽減税率の対象とな

る場合は108分の８）を乗じて算出した金額（１円未満の端数が生じたときは、端数を切捨て又は四捨五入します。）を仮払消費

税額等などとし、帳簿に記載（計上）している場合は、その金額の合計額に100分の78を掛けて算出する方法も認められます

（帳簿積上げ計算）。

５

小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置（２割特例・３割特例）

＞ 免税事業者（免税事業者が課税事業者選択届出書の提出により課税事業者と

なった場合を含みます※。）が適格請求書発行事業者となる場合には、納付税

額を課税標準額に対する消費税額の２割又は３割とすることができます。
※ 適格請求書等保存方式の開始前である令和５年９月30日以前の期間を含む課税期間の申告に

ついては、２割特例の適用を受けることはできません。
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〇 個人事業者又は12月決算法人における２割特例・３割特例の適用期間イメージ

令和５年10月１日から令和８年９月30日
までの日の属する各課税期間

２割
個人事業者・法人を問わず

適用可

令和９年・令和10年 ３割 個人事業者のみ適用可



【例】免税事業者である個人事業者が、令和5年10月１日から登録を受けた場合における同日

以後の２割特例・３割特例の適用関係

（基準期間の課税売上高のみを考慮し、令和３・4年の課税売上高が1,000万円以下である場合）

年分 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 令和10年

課税売上高 900万円 1,100万円 800万円 1,200万円 900万円 800万円

適用の可否
適用可

（２割特例）

適用可

（２割特例）

適用可

（２割特例） 適用不可
適用可

(３割特例) 適用不可

 ２割特例・３割特例適用時の納付税額の計算方法

○ 具体的な計算方法は以下のとおりです。 ※（）内は、３割特例の場合

売上税額 － 売上税額 × 80（70）％ ＝ 納付税額（＝売上税額の２割（３割））

（例）１年間の売上げが700万円（税70万円）の場合の納付税額

70万円 － 70万円 × 80（70）％ ＝ 14（21）万円

○ ２割特例・３割特例の適用を受けるには、確定申告書にその適用を受ける旨を付記すれば足り、事前

の届出は不要です。

また、簡易課税制度を選択している事業者であっても、２割特例・３割特例により申告することがで

きます。簡易課税制度と異なり、２年間継続して適用するといった要件はありません。

○ 簡易課税制度と異なり、各業種に応じた売上・収入の区分は不要です。そのため、適用税率ごとの売

上税額を把握するだけで申告書の作成が可能です。

Point 
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２割特例・３割特例適用後の簡易課税制度の適用

○ ２割特例・３割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期

間に係る確定申告期限まで（その適用を受けた課税期間の翌課税期間が令和８年９月30日以前に終了す

る場合においては、その翌課税期間中）に、簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した届出書を提出し

た場合、その翌課税期間から簡易課税制度を適用することができる特例があります。

Point 

⇒ この特例についてはＰ18

２割特例・３割特例を適用することができない事業者

○ 適格請求書等保存方式を機に免税事業者から適格請求書発行事業者として課税事業者になった事業

者が適用できるため、例えば、以下のいずれかに該当する場合などは、本特例は適用できません。

１ 適格請求書発行事業者でない課税事業者

２ 次に掲げる場合などに該当し、課税事業者となる者

・ 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者

・ 資本金1,000万円以上の新設法人

・ 高額特定資産を取得した場合等であって免税事業者とならない事業者

○ 上記に加え、課税期間の特例の適用を受ける場合も、本特例は適用できません。

○ 令和６年10月１日以後に開始する課税期間からは、課税期間の初日において、

国内に恒久的施設（PE）を有しない国外事業者も、本特例は適用できません。

Point 

詳しくは…

２割特例等を適用すること

ができない事業者については、

「インボイスQ＆A」

（国税庁ホームページ）

をご覧ください。



簡易課税制度を選択する場合の届出書の提出Point

○ 簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり、原則として、適用を受けようとす

る課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に適用すること

ができます（簡易課税制度の選択は任意です。）。

○ ただし、２割特例・３割特例（P16,17）の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた

課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限まで（その適用を受けた課税期間の翌課税期間が令和８年９

月30日以前に終了する場合、その翌課税期間中）に、簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した届出書

を提出した場合、その翌課税期間から簡易課税制度を適用することができます。（【例①】）

○ また、免税事業者が、登録に関する経過措置（P22,23）の適用により適格請求書発行事業者の登録を

受け、登録を受けた日から課税事業者となる場合、その登録を受けた課税期間から簡易課税制度の適用

を受ける旨を記載した届出書をその課税期間中に提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用す

ることができます。（【例②】）

※ 課税期間の末日が土・日曜日・祝日等に当たる場合でも、消費税簡易課税制度選択届出書の提出時期は延長

されません（適用しようとする課税期間の末日までに提出する必要があります。）。

○ なお、令和６年10月１日以後に開始する課税期間からは、課税期間の初日において、国内に恒久的施

設（PE）を有しない国外事業者は、簡易課税制度は適用できません。

【例①】令和８年12月期において２割特例の適用を受けた個人事業者や12月決算の法人※が

翌課税期間（令和９年12月期）から簡易課税制度を適用するとき

令和９年12月期令和８年12月期 令和10年12月期

２割特例により申告 簡易課税制度の適用簡易課税制度の適用が可能

※ 令和７年12月期（基準期間）の課税売上高が5,000万円以下の事業者

消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限
（令和９年12月期の確定申告期限）
個人事業者：令和10年３月31日
法人：令和10年２月29日

令和９年12月期から適用を受ける旨を記載して提出

簡易課税制度

＞ 基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者は、原則として、

事前に届出書を提出することにより、簡易課税制度を適用することができます。

簡易課税制度は、課税売上げに係る消費税額にみなし仕入率を乗じて課税仕入

れ等に係る消費税額を算出しますので、実額による仕入税額の計算や課税仕入

れ等に係る適格請求書等の保存などが不要となり、事務負担の軽減を図ること

ができます。
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22

詳しくは…

簡易課税制度のしくみや手続

については、

「消費税のあらまし」

（国税庁ホームページ）等

をご覧ください。

課税売上げに

係る消費税額※

みなし

仕入率

事業区分 該当する事業 みなし仕入率

第一種事業 卸売業 ９０％

第二種事業 小売業、農林漁業（飲食料品の譲渡に係る事業） ８０％

第三種事業
農林漁業（飲食料品の譲渡に係る事業を除きま
す。）、鉱業、建設業、製造業（製造小売業を含み
ます。）、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業

７０％

第四種事業
第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業、
第六種事業以外の事業（飲食店業等）

６０％

第五種事業
運輸通信業、金融業及び保険業、サービス業（飲食
店業に該当する事業を除きます。）

５０％

第六種事業 不動産業 ４０％

≪参考≫ 簡易課税制度による消費税額の計算

×
※ 消費税額は、税率ごと

に区分して計算する必要

があります。

【例②】免税事業者である個人事業者や12月決算の法人が、登録に関する経過措置の適用を受け

て令和８年４月１日から登録を受ける場合で、令和８年12月期から簡易課税制度を適用

するとき

令和８年12月期令和７年12月期 令和９年12月期

登録日
（令和８年４月１日）

免税事業者 簡易課税制度の適用免税事業者

登録日以降は課税事業者となるため、

消費税の申告が必要

簡易課税制度の適用が可能

消費税簡易課税制度選択届出書の

提出期限（令和８年12月31日）

令和８年12月期から適用を受ける旨を記載して提出

19

みなし仕入率は、事業区分ごとに40％～90％の

割合が設定されています

納付すべき
消 費 税 額

課税売上げに

係る消費税額
（売上税額）

課税仕入れ等に

係 る 消 費 税 額
（仕入税額）

－
※※

＝



① 通知される登録番号の構成は、次のとおりです。

・ 法人番号を有する課税事業者は、Ｔ＋法人番号

・ 上記以外の課税事業者（個人事業者及び人格のない社団等）は、Ｔ＋13桁の数字

② e-Taxで登録申請し、登録通知について電子データでの通知（電子通知）を希望した場合は、

電子データで登録通知が送信されます。その他の場合は、税務署から登録通知書が郵送されます。

③ 公表事項は、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトで確認することができます。

＞ 登録は課税事業者が受けることができます。登録を受けなければ適格請求書を

交付できません。登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。

適格請求書発行事業者になる（登録を受ける）には

＞ 適格請求書発行事業者の登録申請手続が必要です。

適格請求書発行事業者の登録申請手続

＞ 税務署による審査を経て、登録された場合は、登録番号などの通知

及び公表が行われます。通知及び公表までの期間の目安については、

「インボイス制度特設サイト」（P25）に掲載しております。

○ e-Taxで登録申請する際に、「登録通知書の電子通知」に同意することで、登録通知をデータで受け取

ることができ、データで受け取った場合、以下のメリットがあります。

１ 書面通知より、登録通知を早く受け取ることができる（郵送によるタイムラグがない。）。

２ 登録通知の紛失リスクがない。

３ 取引先への連絡が便利（メールに登録通知のデータを添付して、メールでの送信が可能）。

⇒ 免税事業者の登録申請手続についてはP22

⇒ 国税庁適格請求書発行事業者公表サイトで確認できる事項についてはＰ24

登録通知の受領もe-TaxでPoint

〇 e-Taxソフトのほか、「e-Taxソフト(WEB版)」を利用して登録申請手続を行うことができます。

〇 「e-Taxソフト(WEB版)」は、スマートフォンやタブレット、パソコンから利用でき、画面案内

に従い入力する（問答形式）ことにより、入力漏れなどがなく、スムーズに登録申請データを作

成・送信することができます。
e-Taxによる申請方法等については、

「インボイス制度特設サイト」

（Ｐ25）をご覧ください。

詳しくは

≪ 登録申請手続は、e-Taxで！！≫

(注) e-Taxを利用した登録申請手続には、電子証明書（マ

イナンバーカード等）が必要となりますので、事前にご

準備をお願いします。

６
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「適格請求書発行事業者の登録通知時期の目安について」 ⇒

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/kensu_kikan.pdf


○ 適格請求書の記載事項には、登録番号が含まれますので、登録を受けるに当たっては、請求書等の

様式の改定や、取引先への登録番号の通知など、事業実態に応じて準備を行う必要があります。

○ 基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、登録の効力が失われない限り、申告が必要です。

○ 公表事項に変更が生じた場合や、登録を失効させる以下のような場合には、一定の手続が必要です

（これらの手続の際は、 e-Taxをご利用ください。）。

※１ 法人の「名称」又は「本店又は主たる事務所の所在地」につき異動があった場合において、その旨を記載した異動届出書

を提出した場合には、適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書の提出は不要です。

※２ 「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者が、免税事業者となるためには「消費税課税事業者選択不適用届出書」

の提出も必要となります。

※３ 「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を併せて提出する必要はありません。

適格請求書発行事業者になるとPoint

（注） 次の取消事由に該当する場合には、税務署長は、適格請求書発行事業者の登録を取り消すことができ

ます。

① １年以上所在不明である場合（「所在不明」とは、例えば、消費税の申告書の提出がない場合などに

おいて、文書の返戻や電話の不通をはじめとして、事業者と必要な連絡がとれない場合をいいます。）

② 事業を廃止したと認められる場合

③ 合併により消滅したと認められる場合（法人の場合）

④ 納税管理人を定めなければならない事業者が、納税管理人の届出をしていない場合

⑤ 消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合

⑥ 登録申請手続において虚偽の内容を記載し、登録を受けた場合

手続が必要な場合 提出する届出書

次の事項に変更があった場合※１
・氏名又は名称
・（法人のみ）本店又は主たる事務所の所在地

適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書

適格請求書発行事業者の公表事項の公表（変更）
申出書に記載した公表事項に変更があった場合

適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書

登録の取消しを求める場合※２ 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書

事業を廃止した場合 事業廃止届出書※３

法人が合併により消滅した場合 合併による法人の消滅届出書※３

個人事業者が死亡した場合 適格請求書発行事業者の死亡届出書※３

適格請求書発行事業者の登録を取りやめたい場合Point 

○ 適格請求書発行事業者の登録を取りやめるには、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の

届出書」（以下「登録取消届出書」といいます。）を提出する必要があります。

○ 適格請求書発行事業者の登録の効力を失う日は、原則として登録取消届出書を提出した日の属する課

税期間の翌課税期間の初日となります（当該翌課税期間の初日から起算して、15日前の日までに提出す

る必要があります。15日前の日が土日祝日に該当する場合でも、その翌日には延長されません。）。

なお、翌課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎて提出した場合には、その提出があった日の

属する課税期間の翌々課税期間の初日から登録の効力が失われることとなります。
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免税事業者の登録申請手続等
免税事業者の登録申請手続

＞ 令和５年10月１日から令和11年９月30日までの日の属する課税期間中に登録

を受ける場合は、登録を希望する日から登録を受け、課税事業者となることが

できます（経過措置）。

○ 上記経過措置による登録申請手続を行う場合には、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要あ

りません。

○ 上記経過措置の適用を受けて登録を受けた場合には、適格請求書発行事業者でなくなった場合におい

ても、登録日から２年を経過する日の属する課税期間までは、免税事業者となることができません（令

和５年10月１日を含む課税期間中に登録を受けた場合を除きます。）。

【例】個人事業者や12月決算の法人が、令和10年１月１日から登録を取りやめたい場合

令和９年12月期令和８年12月期 令和10年12月期

適格請求書発行事業者でない事業者
（※）

令和10年１月１日から登録を取りやめるには、

令和９年12月17日までに提出。同日を過ぎた場合は、

令和11年１月１日から登録の効力が失われます。

適格請求書発行事業者
（課税事業者）

適格請求書発行事業者
（課税事業者）

登録取消

届出書

７

（※） 課税事業者となるかどうかは

基準期間における課税売上高等

により判定します。

経過措置の適用により登録を受ける場合における登録を希望する日の記載Point

○ 上記経過措置の適用により、登録を受けようとする免税事業者は、その登録申請書に、登録を希望

する日であって、提出する日から15日以後の登録を受ける日（以下「登録希望日」といいます。）を

記載する必要があります。

この場合、その登録希望日後に登録が完了した場合であっても、当該登録希望日に登録を受けたも

のとみなされます。

申請書提出日

令和８年１月17日

登録希望日

令和８年２月１日

登

録

登録希望日後に登録が完了した場

合でも登録希望日に登録を受けた

ものとみなされます。

【例】令和８年２月１日を登録希望日として登録申請手続を行う場合

免税事業者

登録希望日（提出日から
15日以後の日）を記載

申請書提出 適格請求書発行事業者
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事業を開始した課税期間の初日から登録を受けようとする場合Point

○ 事業を開始した日の属する課税期間の初日※から登録を受けようとする旨を記載した登録申請

書を、その課税期間の末日までに提出し、登録がされたときは、その課税期間の初日に登録を受け

たものとみなされます 。

※ 個人事業者の場合は、原則として１月１日、法人の場合は、原則として設立日となります。

なお、事業開始日前の期間に取引がない場合、事業開始日以後の取引のみ申告が必要です。

○ 免税事業者は、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありませんが、登録日から２年を

経過する日の属する課税期間までは、免税事業者となることができません（令和５年10月１日を含

む課税期間中に登録を受けた場合を除きます。）。

【例】個人事業者が令和８年４月１日に事業を開始し、課税期間の初日から登録
を受ける登録申請手続を行う場合

申請書提出日

令和８年12月１日

申請書提出

令和８年１月１日※から登録を受けようと

する旨を記載し、令和８年12月31日まで

に提出

事業開始

令和８年４月１日

登録

課税期間の初日

令和８年１月１日

※ 上記の場合、令和８年１月１日から適格請求書発行事業者となり、同日以後の期間に係る取

引について申告が必要となりますが、事業開始前の期間（１月１日～３月31日）について、取引

を行っていなければ、事業開始日以後の期間に係る取引のみ申告することとなります。

登録に当たっての留意点

○ 適格請求書発行事業者になると…

→ 基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、消費税の申告が必要です。

→ 取引の相手方（課税事業者に限ります。）から求められたときは、適格請求書を交付しなければな

りません（交付義務）

○ 登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。適格請求書発行事業者の登録を受けない場合、適格請

求書を交付できません。また、取引の相手方が消費者や免税事業者、簡易課税制度を選択している課税

事業者である場合など、取引先が適格請求書を必要としない場合もあります。

なお、登録を受けなかったとしても、取引の相手方は、経過措置により一定の期間は、仕入税額の一

部が控除できます。

Point

⇒ 適格請求書発行事業者の義務等についてはＰ８

⇒ 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置についてはＰ14
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① 氏名又は名称(※) ② 法人の場合、本店又は主たる事務所の所在地 ③ 登録番号

④ 登録年月日 ⑤ 登録取消年月日、登録失効年月日

※ 個人事業者の氏名について、「住民票に記載されている外国人の通称」若しくは「住民票に併記されている旧氏（旧姓）」

を氏名として公表することを希望する場合又はこれらを氏名と併記して公表を希望する場合は、必要事項を記載した公表申出

書の提出が必要です。

上記のほか、以下の項目について事業者から公表の申出があった場合には、追加で公表可能です。

・ 個人事業者 ：主たる屋号、主たる事務所の所在地等

・ 人格のない社団等：本店又は主たる事務所の所在地

国税庁適格請求書発行事業者公表サイト

国税庁適格請求書発行事業者公表サイトの概要

＞ このサイトでは、「登録番号」を入力することで、その登録番号に係る適格請

求書発行事業者に関する公表事項を確認できます。

国税庁適格請求書発行事業者公表サイトの機能等についてPoint

【確認できる事項】

<請求書やレシートに 「屋号（お店の名前など）」 を記載している個人事業者の皆さまへ>
主たる屋号については、個人事業者自身が申し出た（希望した）場合に公表することが
できます。

※ 「主たる事務所等の所在地等」も公表することができます（「住所」は公表されません。）。

○ このサイトでは、「登録番号」から検索できる機能のほか、

・ 「Web-API」によるシステム連携を可能とする機能

・ 適格請求書発行事業者のデータを一定の形式でダウンロードできる機能

があり、こうした機能を活用することで、業務の効率化を図ることも可能です。

サイトの利用に当たっては、利用規約を遵守の上、取得したデータについては、個人情報

保護法に基づき適切にお取り扱いください。

８

【検索結果画面】【TOP画面】

①確認したい登録番号を入力

②検索をクリック

国税 太郎の情
報

このサイトでは、適格請求書発行事業者登録を行っている
事業者の情報を公表しています。

T1234567890123

国税 太郎

国税商店

公表の申出があった
場合のみ表示

国税 太郎の情報

令和3年10月1日 適格請求書発行事業者公表サイトの運用開始について

1234567890123 13

一度に最大10件まで検索可能

「請求書やレシートに 「屋号」 を記載している個人事業者の皆さまへ」 ⇒

国税庁適格請求書発行事業者公表サイト ⇒
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022005-073.pdf
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/


免税事業者の方に対する支援措置など

各税務署ではインボイス制度に関して、事前予約の上で個別相談をお受けしており、必要に応

じて、補助金、取引条件の見直しの際における取適法・独占禁止法等の関係についても案内して

います。

また、インボイス制度について免税事業者の様々なニーズにきめ細かく対応するため、各種相

談先や税理士の無料オンライン相談をご案内する窓口を開設しています（中小企業庁補助事業）。

登録を受けるかどうかの判断にお悩みの方は、これらを是非ご活用ください。

25

インボイス制度への対応に取り組む方への補助金や税理士による無料オン

ライン相談などの各種支援策があります。

詳しくは、リーフレットをご確認ください。

（参考）

各種情報のご案内９

中小企業庁リーフレット「インボイス制度への対応に取り組む皆様へ各種支援のご案内」 ⇒

免税事業者をはじめとした事業者の取引環境の整備
ご自身が免税事業者である場合や、取引先が免税事業者である場合の対応に

関する考え方について、関係省庁連名でQ＆Aが公表されており、インボイス制

度を契機とした取引条件の見直しについて独占禁止法などで問題となる行為、

免税事業者であり続けた場合の取引への影響、課税事業者となった場合に必要

となることなどについて解説されています。

また、公正取引委員会のホームページでは、上記Q&Aに加えて、インボイス

制度の実施に関連した相談事例・注意事例・動画等が掲載されていますので、

ご参照ください。

インボイス制度特設サイト
インボイス制度の概要、ポイントを解説した動画、各種リーフレット等や

Ｑ＆Ａ、申請手続に関する情報など、インボイス制度に関する情報を掲載し

ています。
インボイス制度特設サイト ⇒

インボイス制度に関する相談窓口について

インボイス制度に関するご相談は、インボイスコールセンター（ページ下部参照）や各

税務署でお受けしておりますが、その他にも、制度に関する補助金、取引上のお悩み、経

営など、関係省庁等が連携して各種の相談窓口をご用意しています。

インボイス制度に関する様々なお困りごとについて、どの窓口に相談すべきか

を容易に検索できるよう、相談内容別の相談窓口一覧を上記「インボイス制度特

設サイト」に掲載しておりますので、是非ご活用ください。

インボイス制度に関する各省庁等の相談窓口一覧 ⇒

インボイス制度関連コーナー（公正取引委員会） ⇒

https://www.jftc.go.jp/invoice/index.html
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r4/r4_invoice.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023002-076.pdf


○ 税務相談チャットボット（インボイス制度）

ご質問内容をメニューから選択するか、文字で入力いただくと、

AI（人工知能）を活用して、「税務職員ふたば」が自動でお答えします。

上記「インボイス制度特設サイト」からもご利用いただけます。

○ インボイスコールセンター（インボイス制度電話相談センター）

専用ダイヤル 0120-205-553（無料） 【受付時間】９：00～17：00（土日祝除く。）

インボイス制度及び軽減税率制度に関する一般的なご質問を受け付けています。

※ 個別相談（関係書類等により具体的な事実等を確認する必要のある相談）を希望される方は、所轄の

税務署への電話（音声ガイダンスに沿って「２」を押してください。）により、面接日時等をご予約

いただくようお願いします。

適格請求書等保存方式（インボイス制度）に関するお問合せ先

税務職員ふたば

チャットボットの
ご利用はこちらから

国税庁税務相談チャットボット ⇒
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https://www.chat.nta.go.jp/shohi/app?menu=2&utm_source=ntahome_invoice

